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第４次枚方市食育推進計画の策定について 
 

１．背景・目的 

健康増進施策を計画的に推進するため策定している、「第２次枚方市健康増進計画」、「枚方市歯科

口腔保健計画」、「第３次枚方市食育推進計画」が、令和５年度（2023 年度）に計画期間の終期を迎

えることから、各計画の最終評価及び次期計画の策定を行います。 

これらの計画は「健康寿命の延伸」という共通の 

目的を有しており、各計画の取り組みを連動、連携さ 

せることで、より効果的に推進できるよう策定作業を 

進めます。 

第４次枚方市食育推進計画については、食育推進計画 

審議会において、第３次枚方市食育推進計画の最終評価 

についての調査・審議を行い、その後、最終評価の課題 

や国・府の計画を勘案し、策定します。 
 

 

＜「食育」とは＞ 

”生きる上での基本であって、知育、徳育、および体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、さまざま

な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する判断力を習得し、健全な食生活を実践することができる

人間を育てる”こととされています。                              （『食育基本法』前文より） 

資料１ 

健康づくり・高齢者保健福祉の効果的推進 

 

 

高齢者保健福祉の推進 

 

高齢者保健福祉計画 21 

健康づくりの推進 

健康増進計画 

歯科口腔保健計画 

食育推進計画 
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２．内容 

（１）第３次枚方市食育推進計画  

計画期間：平成 30年度（2018年度）から令和 5年度（2023年度）までの 6年間 

 ＜基本理念＞ 

子どもから高齢者まで、一人ひとりが「食」に関する正しい知識と「食」を選択する判断力を身

につけ、生涯にわたり健康寿命の延伸につながる健全な食生活を実践するとともに、家庭・保育所

（園）・幼稚園・認定こども園・学校・地域・生産者等が相互に連携し、ネットワークを築きなが

ら市民活動としての食育の推進に取り組みます。 

＜基本目標＞ 

３つの基本目標を定め、総合的・継続的な食育推進に取り組みます。 

①子どもから高齢者まで 生涯を通じた食育の推進                     

②市民の健全な食生活を実践する力を育む                         

③家庭・保育所（園）・幼稚園・認定こども園・学校・地域・生産者等の相互連携による食育推進 

＜基本方針＞ 

基本目標を達成するために、本市における今後の                       

 食育推進の方針を次のとおり定めています。 

① 若い世代を中心とした食育の推進 

② 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

③ ネットワークによる食育推進と食文化の継承 

④ 地産地消の促進と環境に配慮した食育の推進 

【目標設定】 22 項目 25 の指標を設定 

包括的目標                 2項目  2指標 

①若い世代を中心とした食育の推進      7項目 10指標 

②健康寿命の延伸につながる食育の推進    5項目 5指標 

③ネットワークによる食育推進と食文化の継承 4項目  4指標 

④地産地消の促進と環境に配慮した食育の推進 4項目  4指標 

 



3 
 

（２）第４次食育推進計画【国】  

計画期間：令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度まで）の５年間 
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（３）第４次枚方市食育推進計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜趣旨・目的＞ 

子どもから高齢者まで、一人ひとりが「食」に関する正しい知識と「食」を選択する判断力を身に

つけ、生涯にわたり健康寿命の延伸につながる健全な食生活を実践するとともに、市民活動としての

食育の推進 

＜これまでの主な課題＞  

① １日のうちに２食以上、主食・主菜・副菜をそろえた食事をしている人が減少 

  ② 食の安全性に関する正しい知識をもち、実践している人の減少 

③ コロナ禍で子育て世代や働く世代に「中食」※の頻度が増えるなど「食」への影響が大きい  

＜今後の方向性＞ 

① 給食を通じた食育の推進等、特に若い世代への将来の食習慣の形成につながる取り組みの推進 

② 「食」や「食の安心・安全」についてＳＮＳや動画等を効果的に活用した情報発信の充実 

③ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

④  バランスの良い食事を選ぶことができる食環境づくりの促進 

⑤ 健康メニューを取り入れた飲食店や食品の紹介など、公民連携の取り組みを推進     

  

※「中食」：総菜や弁当を購入又は配達等によって家庭内で食べる食事形態 

 


